
⾧期脱炭素電源オークションの開始に向けて

（オークションの概要と進め方など）

2023年4月21日

容量市場の在り方等に関する検討会事務局※

※本検討会は、資源エネルギー庁と電力広域的運営推進機関の共同事務局により開催している。
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2１．はじめに

 前回の本検討会において、⾧期脱炭素電源オークションの本検討会での取り扱いについてご説明を
行ったところ。

 本日は、⾧期脱炭素電源オークションの制度の主なポイントや脱炭素電源の動向、今後のオーク
ションの進め方についてお示しする。

第45回容量市場の
在り方等の関する検
討会資料より
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4２．⾧期脱炭素電源オークションの主なポイント
①制度の概要

 電源投資の課題である⾧期的な予見可能性が低いことに対し、電源への新規投資の促進を目的とし
て⾧期間の固定収入を確保する制度措置（⾧期脱炭素電源オークション）の導入を検討している。

 オークション方式はマルチプライス方式で、電源の固定費水準の容量収入が原則20年間得られる仕
組みとし、他市場からの収益は可変費に充て、可変費を超過する分は還付する仕組みとしている。

 容量市場の一部と位置付け、調達にかかる費用はメイン・追加オークションと同様の仕組みとしている。

落札価格の容量収入を原則20年間得る

②収入の期間

入札

X＋α年X年

建設
運転開始

運転建設 廃止
時間

建設費用、
維持費等
収入

収入は市場動向に左右され
予見可能性が低い

①投資判断時に
収入の水準を
確定させたい

②投資判断時に⾧期間の収入を確定させたい

金額

〈電源投資の課題〉

〈投資判断に必要な要素〉

広域機関
脱炭素電源への新規投資を対象とした入札を実施し

落札電源・落札価格を決定する

応札

〈落札電源の収入〉①収入の水準

〈新制度のイメージ〉

※電力・ガス基本政策小委員会
制度検討作業部会資料より

固定費 可変費

固定費水準の容量収入
（入札価格 ⇒ 落札価格）

収益の約９割を還付

卸市場・非化石市場等からの収入

（※）本制度での収入＝落札価格－還付する収益



5２．⾧期脱炭素電源オークションの主なポイント
②⾧期脱炭素電源オークションの主な設計

項目 ⾧期脱炭素電源オークションに対して設定される主な内容

対象電源

脱炭素電源の新設やリプレースが対象（既設火力の脱炭素化に資する改修含む）
※巨額の初期投資かつ需給上の影響が大きい一定規模以上に限定し、最低入札容量を設定
（10万kWをベースとし、一部の電源種別で異なる容量を設定）

※2050年までの脱炭素化ならびに落札後6年以内の運転開始を条件に、LNG火力の新設・リプレースも対象

制度適用期間 入札案件毎に供給力提供開始年度が異なり、供給力提供開始の翌年度以降、原則20年の制度適用期間

募集量・
オークション方式

スモールスタートで開始することとし、オークションにおいて供給力提供開始年度は一律に設定せずに募集を行い、
マルチプライスで約定
2023年度:400万kW
※LNG火力の新設・リプレースについては、2023~2025年度の3年間で600万kW

リクワイアメント・
アセスメント・
ペナルティ

現行の容量市場と共通となるリクワイアメントに加え、本オークション特有となる例
・供給力提供開始期限までの運開（電源種毎に設定）
・混焼率の達成（火力）
・脱炭素化ロードマップの提出・遵守（火力は2050年までの脱炭素化が条件）
・調整機能の具備（火力・揚水・蓄電池）
・年間設備利用率の達成（変動電源）

請求交付

本オークション特有となる例
・他市場収益の還付
・物価補正
・系統接続費等の事後精算

 ⾧期脱炭素電源オークション（以下、本オークション）に参加する電源に対しては、基本的にメイン
オークションや追加オークションのリクワイアメントの考え方をもとに供給力の提供を求めつつ、本オーク
ションにおける特有の項目を設定している。
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 本オークションの募集量に関しては、以下の整理が行われている。
 2050年カーボンニュートラルを達成するためには、足元で約7割（約1.2億kW）を占める化石電源を脱炭素電源に置き換

えていくことや、既存の脱炭素電源のリプレース等を進めていく必要がある。

 建設リードタイムを考慮すると、投資判断に残された期間は20年程度であり、仮に約1.2億kWの化石電源を全て脱炭素電
源に置き換えていくとすると、年平均で約600万kW程度の導入が必要。

 初期段階における募集量はスモールスタートを基本として、2023年度は400万kWを募集。

 なお、LNG火力の新設・リプレースについては、2050年までに脱炭素化することを前提とし、安定供給に万全を期す観点から、
初回オークションから３年間で合計600万kW※を別枠で募集。
※2030年までに減少する可能性のある火力発電の供給力約900万kWの2/3で、最大需要発生時の予備率3%強に相当

２．⾧期脱炭素電源オークションの主なポイント
③募集量

制度検討作
業部会 第
八次中間とり
まとめより
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 メインオークションでは4年後、追加オークションでは1年後の単年度を実需給期間と設定し、供給力確
保を図る仕組みとしている。

 本オークションでは、脱炭素化を図る新設・リプレースや改修が対象となるため、建設リードタイムも踏ま
えつつ⾧期的な実需給期間※を設けて電源を確保していく仕組みとしている。

※供給力を原則20年間提供。⾧期的な物価変動を踏まえ、入札時点からの物価変動を事後的に反映して実需給年度の容量確保契約金額を算定。

年度

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9

メイン

電源１

電源２

・・・

追加

電源３

電源４

・・・

⾧期

電源５

電源６

・・・

実需給期間（20年）

実需給期間（20年）

実需給期間（20年）

実需給

全落札案件が同年度に実需給を迎える
（制度適用期間は単年）

落札案件毎に供給力提供開始年度が異なる
（制度適用期間は原則20年）

２．⾧期脱炭素電源オークションの主なポイント
④供給力を提供する実需給期間

オ
ー
ク
シ
ョ
ン

オ
ー
ク
シ
ョ
ン

オ
ー
ク
シ
ョ
ン

実需給

実需給

実需給

実需給

実需給
※必要に応じて実施



8２．⾧期脱炭素電源オークションの主なポイント
⑤オークション対象の電源

 本オークションの対象とする電源は、以下の整理が行われている。
 対象は、脱炭素電源の新設・リプレースおよび既設火力の脱炭素化への改修における新規投資とし、電源区分は安定電源と

変動電源としている。また、電源ごとに供給力提供開始期限、最低入札容量を設けている。

 ただし、既に容量市場で落札されている電源※1およびFIT/FIP認定電源※2は参加不可としている。
※1:既設火力については、容量市場落札後に脱炭素化へ改修する電源及び 2022年11月メインオークションで初めて落札した電源は除く。
※2:FITの買取対象以外の部分がある電源は除く。

電源種別 燃料または
発電方式 専焼/混焼 新設・リプレース/改修

供給力提供開始期限
【年】

※()内は法・条例アセス済みの場合

最低入札容量
(送電端設備容量ベース)

【万kW】
電源等区分

火力※3

水素または
アンモニア

専焼 新設・リプレース/改修

11(7)
10/5

(新設・リプレース/改修) 安定電源
混焼 新設・リプレース※4/改修

バイオマス※5※6 専焼 新設・リプレース/改修 10 安定電源

LNG※7 ― 新設・リプレース 6 10 安定電源

蓄電池 ― ― 新設・リプレース 4
1

安定電源

水力

揚水 ― 安定電源

一般(貯水式) ―
新設・リプレース 12(8) 10

安定電源

一般(自流式) ― 安定または
変動電源

地熱 ― ― 新設・リプレース 8(4) 10 安定電源

原子力 ― ― 新設・リプレース 17(12) 10 安定電源

太陽光
・風力 ― ― 新設・リプレース 太陽光:5(3) 風力:8(4) 10 変動電源

※3: 脱炭素化に向けたロードマップの提出が必要であり、既設火力の改修の場合は、脱炭素化されたkW分のみ対象 ※4:2023年度に実施する初回オークションではLNGに水素を混焼する火力電源の新設・リプレースに限る
※5: バイオマスの燃料種については、FIT制度で対象となっているバイオマス種(メタン発酵ガス、未利用の木質バイオマス、一般木質バイオマス・農業残さ(固体燃料)、バイオマス液体燃料、建設資材廃棄物)と同様
※6: 既設火力のバイオマス専焼化に向けた改修案件は、改修によって新たに増加する脱炭素化kW分を本制度の対象とし、燃料の専焼に至るまでは７割以上の混焼比率が必要
※7: 2050年までの脱炭素化ならびに落札後6年以内の運転開始を条件に対象（2023～2025年度の3年間）



9

制度検討作業部会 第十一
次中間とりまとめ（案）より

 メインオークションや追加オークションでは、需要曲線により上限価格を設定している。

 本オークションでは、全電源一律の上限価格を設定するのではなく、電源種毎に上限価格を設定して
いる。上限価格は、発電コスト検証WGやFIT/FIP制度等を参考としながら設定が行われる。

 なお、競争力のある電源同士の競争を確保し、過度な国民負担の発生を防止する観点から、電源
種毎に算定される上限価格に閾値(10万円/kW/年）が設定されている。

２．⾧期脱炭素電源オークションの主なポイント
⑥上限価格
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11３．脱炭素電源の動向について
①水素・アンモニア

 本オークションの対象電源となる水素発電やアンモニア発電については、現在、社会実装に向けた技術
開発・実証フェーズが進められており、カーボンニュートラルに向けて複数の政策支援を組み合わせ、サプ
ライチェーン構築と需要創出を一体的に行うことで、導入拡大・自立商用フェーズに移行することを目
指している。

第7回アンモニア等
脱炭素燃料政策
小委員会 合同会
議資料より
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 水素発電やアンモニア発電が本オークションに入札する場合、本制度とは別途で検討されている「サプラ
イチェーン支援制度」・「拠点整備支援制度」の想定支援金額を控除して入札、支援金額の確定後
に本オークションからの支払額を修正することで、制度間の整合を図っている。

３．脱炭素電源の動向について
①水素・アンモニア

第73回 制度検討
作業部会資料より
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 社会実装に向けた技術開発・実証に関する具体的な事例もあり、各取り組みの加速が期待される。
 本事例のように既設火力を改修する案件が本オークションを活用する場合、脱炭素化されたkW・当
該kW相当分のコストが対象となり、2050年に向けた脱炭素化へのロードマップ（脱炭素化ロードマッ
プ）の提出・遵守、混焼の間は最低限満たすべき混焼率（熱量ベースで、年間最低、水素7%・アンモニア
14%）の達成が求められる。

第4回 水素政策小委
員会/アンモニア等脱炭
素燃料政策小委員会
合同会議資料
(2022.8.26)より

３．脱炭素電源の動向について
①水素・アンモニア



14（参考）水素・アンモニアの支援制度との関係

第72回 制度検討
作業部会資料より



15（参考）脱炭素化ロードマップ

第70回 制度検討
作業部会資料より



16（参考）水素・アンモニアの混焼率

第71回 制度検討
作業部会資料より



17（参考）アンモニアに関する動向

第1回2050年カーボンニュートラルを見
据えた次世代エネルギー需給構造検討
小委員会合同会合資料より



18（参考）水素に関する動向

第1回2050年カーボンニュートラルを見
据えた次世代エネルギー需給構造検討
小委員会合同会合資料より
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第2回洋上風力の
産業競争力強化に
向けた官民協議会
「洋上風力産業ビ
ジョン（第１次）
概要」資料より

 本オークションの対象電源となる風力発電のうち洋上風力については、国の審議会において、再エネの
主力電源化に向けた切り札と位置付けられ、2030年に約1,000万kW、2040年に約3,000～
4,500万kWを導入目標として掲げている。

 洋上風力の新設案件が本オークションを活用する場合、10万kW以上かつFIT/FIP認定電源（例
えば再エネ海域利用法に基づく開発）以外が対象となり、著しく立地条件が悪い案件を排除するた
め、最低限満たすべき年間設備利用率※の達成が求められる。

（※洋上風力の案:34.8%、陸上風力の案:28.0%）

３．脱炭素電源の動向について
②風力



20（参考）変動電源の年間設備利用率

第77回制度検討
作業部会資料より



21（参考）港湾における洋上風力発電の適地イメージ

国土交通省HPより
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 本オークションの対象電源となる蓄電池については、国の蓄電池産業戦略において電力の需給調整に
活用する蓄電池の配置が不可欠とされ、2030年を一つのターゲットとして、国内外の製造能力や次
世代電池の研究開発能力の確立を目標としている。

 蓄電池の新設・リプレース案件が本オークションを活用する場合、1万kW以上（送電端設備容量
ベース）かつ放電可能時間３時間以上の電力貯蔵容量を有し、調整機能※の具備が求められる。
※火力（GT又はGTCC）のグリッドコードで求められている要件を参照

第17回 エネルギー・リ
ソース・アグリゲーション・
ビジネス検討会資料より

３．脱炭素電源の動向について
③蓄電池
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第77回制度検討
作業部会資料より

（参考）揚水・蓄電池に対する調整機能の具備
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制度作業部会 第11次
中間とりまとめ（案）
（2023.4.5）にて制度
概要をまとめ

市場の準備

制度の枠組み
整理

市場運営の詳細検討・導入・オークション対応の準備

制度の詳細検討
（細部設計・導入内容）

現在

募集要綱・約款
事業者の業務マニュアル
規定類・ルール等の改定

2022年８月

・事業者向け説明会
・参加登録
・応札

制度設計・検討のとりまとめ 事業者説明会・
オークション実施

 現在、これまでの国の審議会における議論を踏まえつつ、初回のオークション開催は、参加登録を
2023年10月頃から開始し、応札時期は2024年1月を想定している。

 現在、これまでの制度の整理内容をもとに募集要綱等を作成し、市場運営の準備を進めている。

2023年4月

持続可能な電力シス
テム構築小委員会に
て制度措置を検討

制度作業部会 第8次
中間とりまとめ
（2022.10.3）にて
制度概要をまとめ

募集要綱・
マニュアル等

＜⾧期脱炭素電源オークションの準備状況＞

４．今後の進め方
①オークションの準備状況
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 容量市場の市場管理については、実需給年度の4年度前に開催するメインオークションや、実需給年
度の1年度前に開催を判断する追加オークション等を広域機関の業務規程等に反映している。

 本オークションについても、容量市場の一部であり、新たな制度導入を踏まえた市場管理の内容につ
いて、広域機関の業務規程等に反映を行っていくことを予定している。

４．今後の進め方
②容量市場の全体イメージ

容量
オークション

容量市場

メイン
オークション

追加オークション

調達オークション
リリースオークション

⾧期脱炭素電源
オークション

リクワイアメント
アセスメント

容量確保契約金額の交付

容量拠出金の請求

etc. etc.

特別オークション

リクワイアメント
アセスメント

容量確保契約金額の交付

容量拠出金の交付

etc.

リクワイアメント
アセスメント

容量確保契約金額の交付

容量拠出金の請求

※メイン・追加オークションと同様の項目に加え、
⾧期脱炭素電源オークション特有の項目あり
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 本オークションの募集要綱・約款については、すでに発行しているメインオークションや追加オークショ
ンの募集要綱・約款とは別途で発行を行っていくことを予定している。

 募集要綱についてはオークションの実施年度毎に策定し、約款については各年度共通で策定する方
向で準備を進めている。

メインオークション
追加オークション ⾧期脱炭素電源

オークションオークション実施年度 調達オークション リリースオークション

募集
要綱

2020年度 対象実需給年度:
2024年度 ー ー

2021年度 対象実需給年度:
2025年度 ー ー

2022年度 対象実需給年度:
2026年度 ー ー

2023年度 対象実需給年度:
2027年度

対象実需給年度:
2024年度

対象実需給年度:
落札電源による(原則20年間)

2024年度 対象実需給年度:
2028年度

対象実需給年度:
2025年度

対象実需給年度:
落札電源による(原則20年間)

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

約款 年度共通 容量確保契約約款 容量確保契約約款（⾧期）

４．今後の進め方
③募集要綱・約款
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約定処理・監視期間

 本オークションの応札方法やリクワイアメント等の詳細については、今後、募集要綱案の公表や意見
募集を行いながら発信を進め、事業者向け説明会等を通じて周知を行っていくことを予定している。

 それぞれの詳細な日程については、確定次第ご案内していく。

2024度
2023年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

参加
登録

オーク
ション

事業者情報・電源情報・期待容量の登録
2023年10月頃開始を予定

関連
文書

・
説明会

等

募集要綱・約款案作成
（パブコメ対応含む）

業務マニュアル類作成
（パブコメ対応含む） ▲業務マニュアル公表

応札の受付
2024年1月を予定

オークション準備等

参加登録等

応札受付期間

▲募集要綱・約款公表

オークションや応札業務に関する
事業者向けの説明等

４．今後の進め方
④⾧期脱炭素電源オークションに関する今後のスケジュール


